
相生市相生５丁目３２４５番１

戸建住宅地

一般住宅等が建ち並
ぶ既成の住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 25 15 25 戸建住宅地

-

１住居(60,160)

人口減少や高齢化を背景に、住宅需要は利便性が良好な地域に移
る一方で、古くからの既成市街地域は地縁者以外からの需要に乏
しい。

漁港に比較的近い既成住宅地域であり、地域要因に大きな変動は
ないが、新興住宅地と比べると競争力が劣り、需要の減退が続い
ている。

個別的要因に変動はない。

一般住宅等が建ち並ぶ既成の住宅地域であるが、敷地規模が小さく十分な規模の共同住宅建築を想定することが困難なため、
収益還元法の適用は断念した。当該地域は自用のための取引が殆どであり、市場参加者が重視する代替不動産に係る取引事
例を基礎とした比準価格は、市場性が反映された信頼性の高い価格と判断する。以上から、比準価格を採用し、地価公示標
準地及び指定基準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの既成住宅地域で街並みが古い。地域要因に大きな変動はなく現状を維持するものと予測する。新興住宅地域と比
べて選好性が劣り、地価は弱含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 23,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

23,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

相生 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ相生駅南方
3.1km

ＪＲ相生
3.1km

(8)

北4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「相生５－１３－８」

②地積

（㎡）

71

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 7.0  ｍ、　規模 70  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

24,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

101.9 ］

98.6［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

相生（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

29,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

124.8 ］

99.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 14日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

1,630,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

18,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は相生市及び隣接市町の既成住宅地域または市街地外縁部の住宅地域である。需要者は地元居住者が中心で、地
縁者間の取引が主であり、圏外からの転入者は限定的である。供給は空家や未利用地が増加しており取引量は少ない。類似
地域内の需給動向は、街並みの古い既成住宅地域であり、新興住宅地域と比べて画地街路条件等が劣ることから弱含みであ
る。取引規模や画地条件がまちまちで中心となる価格帯は見出せない状態にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

相生（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

相生（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



相生市向陽台５０番９

低層住宅地

中規模一般住宅を主
とする住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 170 120 60 低層住宅地

-

１中専(60,150)

人口減少対策として、こども医療費の無料化、保育料の軽減等の
子育て支援施策、定住促進施策等の各種施策を積極的に行ってい
る。

新たに開発されたエリアではないが、成熟した住宅地域で、小学
校に近いことから、子育て世代による需要は安定している。

個別的要因に変動はない。

自用不動産を主体とする戸建住宅地域であり、賃料水準から収益価格は低位に求められた。一方、取引にあたっては自己使
用が支配的で取引価格を指標に価格水準を決定するのが一般的である。以上から、比準価格を採用し、収益価格は参考に留
めて、地価公示標準地及び指定基準地との検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

成熟した戸建住宅地域で、小学校にも近く選好性の高いエリアに属する。当地域に影響を与える地域要因の変化は特になく、
今後も現状を維持するものと予測する。周辺では取引が活発で、地価は上昇傾向と認められる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 50,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

50,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

相生 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+22.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ相生駅南東方
1.9km

ＪＲ相生
1.9km

(8)

北西6m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「向陽台２２－１７」

②地積

（㎡）

204

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 216  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

51,000 円／㎡

14,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

63,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.4％ ％

125.7 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

51,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

たつの（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

63,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

126.3 ］

102.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 14日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

10,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 51,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね相生市の住宅地域である。需要者は同一需給圏内に居住する勤労者の一次取得者が大半である。双葉小学
校区内では小規模開発による宅地供給が見られ、校区の人気から市場滞留期間も短いものが多い。地域における中心価格帯
は、土地は１，０００万円前後、新築の戸建物件は３，０００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

相生（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

相生（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



相生市緑ケ丘３丁目２１６７番１４２

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ区画整然とし
た住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 20 50 50 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

人口減少対策として、こども医療費の無料化、保育料の軽減等の
子育て支援施策、定住促進施策等の各種施策を積極的に行ってい
る。

昭和５０年代に開発された大型住宅団地で、居住者層の高齢化が
進み、新規に分譲した残地を除き街並みが古く、選好性は減退し
ている。

個別的要因に変動はない。

中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域であるが、敷地規模が小さく十分な規模の共同住宅建築を想定すること
が困難なため収益還元法の適用は断念した。一方、取引にあたっては自己使用目的が中心で取引価格を指標に価格水準を決
定するのが一般的と認められる。以上から、比準価格を採用し、地価公示標準地との検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通
り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

郊外の住宅団地で、地域要因に特段の変化はなく今後も現状のまま推移するものと予測する。街並みが古く、駅からも距離
があるため選好性はやや劣り、地価は今後も下落基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 29,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

29,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

相生 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-1.0

-19.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ相生駅西方
2.7km

ＪＲ相生
2.7km

(8)

西5.5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「緑ケ丘３－７－４」

②地積

（㎡）

190

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 195  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

29,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

24,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.0％ ％

81.0 ］

98.6［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 14日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

5,510,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 29,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

23,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね相生市の住宅地域で、需要者は同一需給圏内に居住する一次取得者が大半である。分譲時期がやや古い住
宅団地で、市街中心部に近い区画整理地区や新規分譲地に比べ老朽化した建物が多く、中心部からもやや距離があるため、
選好性は劣り需要は弱い。少子高齢化、地域経済の低迷等の影響により地価は弱含みで推移している。地域における土地の
中心価格帯は、６００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

相生（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

相生（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

不動産鑑定士氏名

熊野不動産鑑定

山本　勇治郎



相生市山手１丁目９番

中層の事務所住宅併用地

営業所、一般住宅等
が混在する駅北の商
業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 35 40 25 中層の事務所住宅併用地

-

近商(80,300)
土砂災害警戒区域

既存の個人商店は減少し、大型店舗に集約されつつあるが、人口
減少等により新規出店は限定的である。なお新型コロナの影響は
少ない。

相生駅南側で店舗出店が複数見られ需要の高まりが見られるが、
駅北側は、新幹線の駅に近い利点があるものの、未だその影響は
少ない。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の商業地は自用目的の取引が中心である。したがって、賃貸想定は投下資本に見合う収益性を有しているとは
言い難いため、収益価格は比準価格と比べて低位に求められ、その精度も劣る。比準価格は、市場参加者が重視する代替不
動産に係る取引事例を基礎とし、市場性が反映された信頼性の高い価格と判断する。よって比準価格を標準に収益価格を参
考に留め、標準地及び指定基準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

事務所兼共同住宅
ＲＣ７

相生駅北側の混在地域であるが、南部エリアでは新規出店が複数あり盛り上がりを見せている。駅南側に比べると繁華性は
乏しいものの、南部の需要増大の影響を受けて地価は下げ止まり安定的に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 56,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

56,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

相生 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+49.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ相生駅北方
220m

ＪＲ相生
220m

(8)

南東16m市道､三方路

近商
(80,300)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

247

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

56,500 円／㎡

24,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

84,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

153.5 ］

100［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 7日　提出

宅地-1

0.0

+3.0

台形

三方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

56,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

+55.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

81,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

148.9 ］

100.2［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 14日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

14,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 56,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

44,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は相生市を含む西播磨全域の商業地域若しくは混在地域である。需要者は同一需給圏内に地縁性を有する個人ま
たは新規開業を計画する法人である。供給は既存商業地域内の中小規模画地や幹線道路沿いの大規模画地が散見される。類
似地域内の需給動向は、相生駅南側では新規の店舗出店が複数見られ需要が高まっている一方で、北側は商業繁華性が低く
需要は弱い。中心価格帯は取引件数が少なく、画地規模や需要者の業種も様々なため見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

相生（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

相生（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



相生市旭１丁目５３６８番２１１

中層の店舗、事務所兼共同住宅併用地

官公庁が集積し金融
機関、営業所等も見
られる商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 20 30 10 中層の店舗、事務所兼共同住宅併用地

-

商業(80,400)

人口減少対策として、こども医療費の無料化、保育料の軽減等の
子育て支援施策、定住促進施策等の各種施策を積極的に行ってい
る。

官公庁施設が集積し、交通量も多い地域で、近年ではドラッグス
トアの店舗出店が相次いだが、現在は落ち着いている。

個別的要因に変動はない。

収益性を重視すべき商業地域であるが、投資目的での新規供給物件は見受けられず、自用目的の店舗等が中心で賃貸市場の
成熟の程度は弱く、投下資本に見合う収益の確保が難しいため、収益価格の信頼性は劣ると判断した。比準価格は現実の取
引市場を反映した実証的な価格でその信頼性は高い。以上から、比準価格を採用し、収益価格は参考に留め、地価公示標準
地及び指定基準地との検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＲＣ４

周辺には市役所、金融機関、ビジネスホテル等も見られる幹線道路沿いの商業地域で、ドラッグストアの新規出店が複数み
られたものの現在は落ち着いており、地価は安定的に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 61,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

61,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

相生 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+8.0

+28.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ相生駅南西方
1.7km

ＪＲ相生
1.7km

(8)

北西18m県道

商業
(80,400)

（その他）　　　　

特にない １８ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「旭１－２－３」

②地積

（㎡）

677

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

19.0  ｍ、　奥行　約 33.0  ｍ、　規模 650  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

61,800 円／㎡

24,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

84,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

136.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 7日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

61,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+5.0

+33.0

-4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

81,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

132.7 ］

100.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 14日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

41,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 61,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

50,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね相生市及びその周辺市町の商業地域及び商住混在地域である。典型的な需要者は地元に地縁を有する個人
又は法人であり、産業構造変化に伴う地域経済の縮小が常態化しているが、近年ドラッグストアなど広域的にチェーン展開
する大型店舗の出店が相次いだが、現在は落ち着きを見せている。需要の中心価格帯は取引件数が少なく取引規模等により
様々で明確には見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

相生（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

相生（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

不動産鑑定士氏名

熊野不動産鑑定

山本　勇治郎


